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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年９月29日に提出いたしました第20期（自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

　

　　　第一部　企業情報

　　　　第４ 提出会社の状況

　　　　　１ 株式等の状況

　　　　　(2) 新株予約権等の状況

 

　　　　　６ コーポレート・ガバナンスの状況等

　　　　　(1) コーポレート・ガバナンスの状況

 

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(2) 【新株予約権等の状況】

（訂正前）

②平成28年11月15日定時株主総会決議
　　　　　　　　　

 
事業年度末現在

(平成29年６月30日)

提出日の前月末現在

(平成29年８月31日)

新株予約権の数 (個) 2,290 2,290

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 229,000 229,000

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 354 354

新株予約権の行使期間
自 平成30年12月１日

至 平成32年11月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 (円)

発行価格   354

資本組入額 177

発行価格   354

資本組入額 177

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、
当社又は当社子会社の取締
役、監査役及び従業員の地位
にあることを要するものとす
る。

(2)新株予約権者が死亡した
場合は、新株予約権の相続を
認めないものとする。

(3)その他の行使の条件につ
いては、株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、別途当
社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡については、これを認め
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

（注）４ （注）４
 

(注)　　（省略）
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（訂正後）

②平成28年11月15日定時取締役会決議
　　　　　　　　　

 
事業年度末現在

(平成29年６月30日)

提出日の前月末現在

(平成29年８月31日)

新株予約権の数 (個) 2,290 2,290

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 229,000 229,000

新株予約権の行使時の払込金額 (円) 354 354

新株予約権の行使期間
自 平成30年12月１日

至 平成32年11月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 (円)

発行価格   354

資本組入額 177

発行価格   354

資本組入額 177

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、
当社又は当社子会社の取締
役、監査役及び従業員の地位
にあることを要するものとす
る。

(2)新株予約権者が死亡した
場合は、新株予約権の相続を
認めないものとする。

(3)その他の行使の条件につ
いては、株主総会決議及び取
締役会決議に基づき、別途当
社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡については、これを認め
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

（注）４ （注）４
 

(注)　　（省略）
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　（訂正前）

　　　　（前略）

①  企業統治の体制の概要とその採用理由

(会社の機関の内容及び内部統制の仕組みの状況等）

会社の機関及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。

　

　

　　　　（後略）
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　（訂正後）

　　　　（前略）

①  企業統治の体制の概要とその採用理由

(会社の機関の内容及び内部統制の仕組みの状況等）

会社の機関及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。

　

　

　　　　（後略）
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